
2009 年 5 月 20 日①

新型インフルエンザに関する情報です。

2009 年 5 月 20 日午前 8 時 45 分に滋賀県大津市在住の 20 才代男性１名の新型イ

ンフルエンザ感染が確認されました。

今回のインフルエンザは季節性のインフルエンザに近い症状であり、早期に治療を受ければ治

ります。今後も最新の情報を発信していきますので、パニックにならないように冷静に対応をしてく

ださい。

新型インフルエンザは、38 度以上の発熱、のどの痛み、鼻水、悪寒などの症状が現れます。

このような症状がでた場合は、直接医療機関に行くのではなく、まず、発熱相談センターに電話

で相談してください。相談の上、適切な医療機関を案内しますので、その指示に従ってください。

発熱相談センター

滋賀県庁健康推進課 電話 077-528-4983 （24 時間対応・日本語のみ）

今後、感染拡大防止を目的に以下の対策を行っていきます。

[対象地域]

大津市、草津市、栗東市、守山市、

野洲市、湖南市

[実施機関]

5 月 20 日(水)から 5 月 26 日(火)まで

○小･中･高校および保育園･幼稚園は休校

になります（ただし県立高校は、すべて休校に

なります）。

○公民館、図書館などの公の施設が休業に

なります。

○イベント･行事などが中止になります。

※今後、対象地域以外においても同様の対

策が実施される可能性があります。

日本語版



感染拡大防止のための取り組みをお願いします。

1. 手洗い・うがいをしてください。手洗いは極めて有効です。

2. 外出時はマスクをしてください。

3. 人が集まる場所への外出は控えてください。集会、コンサートなどです。

4. 感染が報告された場所への移動、発症されている方との接触は控えて下さい。

5. 普段から栄養のあるものを食べ、休養と睡眠を十分にとり、体力をつけてください。

手洗いとうがいをしましょう！！ マスクをしましょう！！
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